
 

浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和 8 年 3 月 25 日 

 

 浜田市長 三 浦 大 紀 

 

浜田市条例第 11 号 

 

 

  



 

浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する条例 

 

浜田市地域定住住宅条例（令和 2 年浜田市条例第 14 号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表錦ヶ岡住宅 3 号棟の項、錦ヶ岡住宅 5 号棟の項及び栃木住宅 4 号棟の

項を削る。 

附 則 

この条例は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

 

 


